
事 務 連 絡 

令和６年２月６日 

老人居宅生活支援事業者等 御中 

 

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課 

 

電子申請届出システムによる老人福祉法に基づく各種届出について 

 

 本県の高齢者福祉行政の推進につきましては、日頃から御協力いただき厚く

お礼申し上げます。 

 さて、このたび、厚生労働省の電子申請届出システムを利用して、本県への老

人福祉法に基づく各種届出を行うことができるようになりましたのでお知らせ

します。 

郵送による届出も当面は可能です。 

 

１ 電子申請届出システムのリンク先 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/index.php 

※県の電子申請システム（e-kanagawa）とは別のシステムです。 

 

２ 対象事業（老人福祉法上の事業名） 

老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、老人デイ

サービスセンター、老人短期入所施設、小規模多機能型居宅介護事業、認知症

対応型老人共同生活援助事業、複合型サービス福祉事業 

 

３ 対象手続 

開始届、設置届、変更届、休止届、廃止届   

 

４ 受付開始日 

２月６日以降受け付けます。 

 

５ 届出方法 

⑴  届出様式を準備し、上記リンク先から届け出てください。システムの操作

方法については、マニュアルをご覧ください。 

⑵ 電子申請届出システムによる提出であっても、届出様式の提出（添付）は

必要になります。 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/index.php


⑶ 記載事項が多く、各種様式によることができない場合は、別添資料を作成

し、「添付書類アップロード」ページにて届出様式と併せて添付してくださ

い。また、行が足りない場合は追加してください。 

 

６ 留意事項 

⑴ 電子申請届出システムの利用には、ＧビズＩＤ（法人・個人事業主向け共

通認証システム）の取得が必要です（無料）。取得方法の詳細は

https://gbiz-id.go.jp/top/を参照してください。 

⑵ 本県ではなく、市町村へ届け出る場合の電子申請届出システムの利用につ

いては、各市町村にお尋ねください。 

⑶ 届出の提出をした時、県が受付完了・差戻し・却下した時に、電子申請シ

ステムに登録した電子メールアドレス宛てにお知らせしますので、確実に受

信できるメールアドレスを使用してください。 

⑷ 書類に不備があった場合の修正書類の提出は、原則として、電子申請届出

システムにより行っていただきます。 

 

７ マニュアル等掲載場所 

  介護情報サービスかながわ 

   → 文書/カテゴリ検索 

    → ８. 各種届出（業務管理体制・老人福祉法の届出・生活保護法の届

出）等 

     → 老人福祉法に基づく届出 

      →電子申請届出システムに関するマニュアル 

→【マニュアル】電子申請届出システム操作ガイド（P44～52） 

https://kaigo.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=20&id

=611 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

（本事務連絡に関すること） 

在宅サービスグループ 

電話 045-210-1111 内線 4842 

（ＧビズＩＤに関すること） 

  ＧビズＩＤ ヘルプデスク 

  電話 0570-023-797 
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